
２ 学校いじめ防止基本方針 

西原町立西原東小学校 

令和６年３月３１日改訂 

１．いじめの定義といじめに対する本校の基本認識 

 いじめとは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校（※）に在籍している等当該児

童生徒と一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（イ

ンターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童生徒が心

身の苦痛を感じているもの」と定義している。 

※小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校（幼稚部を除く。） 

 上記の考え方のもと、本校では、①いじめ問題に迅速かつ組織的に対応するために、いじめに

対する認識を全職員で共有する。②いじめは、どの学校・どの学級・どの児童でも起こりうるも

のという基本認識に立ち、全ての児童を対象に、いじめに向かわせないための未然防止・早期発

見・早期対応に学校全体（全職員）で取り組む。 
 

２．いじめの防止等のための組織 

(1) 教育相談・生徒指導部会 

  管理職、生徒指導主任、教育相談主任、養護教諭、各学年からなる、いじめ防止等の対策

のための生徒指導委員会を設置し、月に１回開催する。 
 

(2) 緊急事案対策委員会【いじめ対策会】 

  教育相談・生徒指導部会での情報提供→職員会での現状や指導についての情報提供・情報

交換をし、全職員での共通理解を図る。 
 

３．いじめ未然防止のための取り組み 

児童一人一人が認められ、お互いに相手を思いやる雰囲気づくりに学校全体で取り組む。 

(1)  学級経営の充実 

○ ソーシャルスキルトレーニングを実施したり、「心のアンケート」を生かしたりして、

児童の実態を十分に把握し、よりよい学級経営に努める。 

○ 分かる・できる授業の実践に努め、児童一人一人が成就感や充実感をもてる授業の実

践に努める。 

○ 一人一人が活躍できる学習活動を推進する。 

・異学年交流の充実（幼稚園との交流等） 

・児童の自発的な活動を支える係り活動や委員会活動の充実 

・児童が主体的に取り組める学習活動や自主学習プリントの工夫 

(2)  道徳教育の充実 

○ 道徳の授業を通して、児童の自己肯定感を高める。 

○ 全ての教育活動において道徳教育を実践し、人権尊重の精神や思いやりの心を育てる。 

○ 様々な教育活動の場面で命の大切さを取り上げる。 

○ 情報モラルに関する（スマホや SNS の使い方等）授業を行う。 

(3)  相談体制の整備 

○ 毎月の「心のアンケート」後に、気になる子への学級担任による教育相談を行う。ま

た、教育相談週間において、全児童への教育相談も行い、児童一人一人の理解に努め

る。 

○ 教育相談担当の先生を通じて、スクールカウンセラーや支援員との関わる時間を設定

し、教育相談の充実に努める。 

 



(4)  自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動の推進 

○ 人との関わり方を身につけるためのトレーニング活動を推進する。 

（自分と友達では思いや考えが違うことに気づかせ、認められる自分が存在すること

で、自尊感情を育み明るく楽しい学校生活を送ることができる。） 

○ 人とつながる喜びを味わう体験活動を推進する。 

（友達と分かり合える楽しさやうれしさを実感できる確かな力の育成と、相互交流の

工夫を行うことでコミュニケーション力を育成する。学校行事や児童会活動、総合的

な学習の時間や生活科における道徳性育成に資する体験活動の推進を行う。） 

(5)  インターネット等を通じて行われているいじめに対する対策 

○ 全校児童のインターネットに関する使用状況調査を行い、現状把握に努めるとともに、

児童に情報モラル教育（スマホや SNS の使い方等）をするなどして迅速に対応する。 

○ 学校におけるタブレット PC の使用約束を徹底させる。 

(6)  保護者や地域との連携協力体制の整備 

○ 学校運営協議会を年６回開催し、保護者（地域）からの情報提供や保護者（地域）と

の情報交換の場の設定等、保護者や地域との連携体制づくりに努める。 
 

４．いじめ早期発見のための取り組み 

  (1) 保護者や地域、関係機関との連携 

       児童、保護者、学校の信頼関係を築き、円滑な連携を図るように努める。保護者からの

相談は、家庭訪問や面談により迅速かつ誠実な対応に努める。また、必要に応じて、教育

委員会等の関係諸機関と連携して課題解決に臨む。 

  (2) 毎月の「心のアンケート」の実施・教育相談週間の活用 

       毎月「心のアンケート」を実施する。「心のアンケート」をもとに、気になる児童と直接

話をして、思いをくみ取る。また、教育相談週間では、一人一人の児童と直接話しをして、

思いをくみ取る。また、年１回「保護者向けいじめアンケート」を実施する。 

     (3) ノート・日記指導 

       児童の休み時間や放課後の課外活動の中で、児童の様子に目を配ったり、個人のノート

や日記などから交友関係や悩みを把握したりする。 

     (4) Microsoft teams の管理 

       Microsoft teams でグループを作る際には情報主任及び担任を含め、児童の使い方を定期

的に確認する。 

     （5）西原町こども相談窓口の周知 

       Microsoft Edge を開くと各種相談窓口の電話番号が記載されており、誰でも相談ができ

るということを児童にも周知する。 
 

５．いじめに対する早期対応 

○いじめに関する相談を受けた場合、速やかに管理職に報告し、事実の有無を確認する。 

○いじめの事実が確認された際にうち、急を要する場合は『緊急事案対策委員会』を開き、 

対応を協議する。 

○いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた児童・保護者に対する支援 

と、いじめを行った児童への指導とその保護者への助言を継続的に行う。 

○いじめを受けた児童が安心して教育を受けられるために必要があると認められるときは、

保護者と連携を図りながら、一定期間、別室等において学習を行う等の措置を講ずる。 

○事実に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。 

○犯罪行為として取り扱うべきいじめについては、教育委員会及び警察署等と連携して対処

する。 

 



      

                                        



いじめ等の書き込み、動画を見つけた場合（西原町統一版） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書き込み、動画の発見・情報 

対策チームの設置（管理職、担任、生徒指導担当、養護教諭等） 

・情報管理（事実確認と今後の対応策の決定） 

・当事者及び一般児童生徒への指導及びケアの方針決定 

・役割分担・・・書き込み動画削除依頼、当事者へのケア、関係機関との連携 

・本人・保護者との面接・指導 

・事実確認（理由、今後の対応） 

・心のケア（SC、教育相談員の活

用） 

・全体指導 

定期的な見守り及び対策チームへの報告・連絡 

削除までの手順（速やかに行い、確実に削除の確認をする）  

１ 拡散の状況把握（保有人数、SNS 等の投稿先） 

２ 関係児童生徒への書き込み削除、動画削除への同意→削除  

３ 保護者へ拡散防止への協力依頼 

４ 削除依頼（掲示板管理者、サイト管理者、プロバイダ等）→削除  

※関係児童生徒の人権を最優先した指導を心がける。  

※削除できない場合には、警察、教育委員会他関係機関との連携を図る。 

 

 

 

 

 

 

緊急性なし 緊急性あり 

特定できた場合 特定できなかった場合 

書き込み者の特定 

・学年、学級指導、全校集会 

・心のケア（SC、教育相談員の活

用） 

・人権教育、情報モラル教育  

教育委員会への報告 
書き込み、動画の削除 

（速やかな対応） 

校長（緊急性の判断） 

警察への通報 

教育委員会への報告 


